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平成20年度沖縄県人事行政の運営等の状況

第１ 趣旨

任命権者が報告した平成20年度における職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲

戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況並びに人事委員会

が報告した平成20年度における業務の状況について、沖縄県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

（平成17年沖縄県条例第４号）第６条の規定により公表するものである。

地方公務員法（抜粋）

（人事行政の運営等の状況の公表）

第58条の２ 任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員（臨

時的に任用された職員及び非常勤職員（第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員を除く。）を除く。）の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修

及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならな

い。

２ 人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、

業務の状況を報告しなければならない。

３ 地方公共団体の長は、前２項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、

毎年、第１項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなけ

ればならない。

沖縄県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（抜粋）

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第58条の２

の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

（公表）

第６条 知事は、第２条及び第４条の規定による報告を受けたときは、毎年９月末日までに、第

２条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第４条の規定による報告を公表しなければ

ならない。

２ 前項の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 県公報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
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第２ 人事行政の運営の状況

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

⑴ 職員の採用の状況

職員の任用に関する規則（昭和47年沖縄県人事委員会規則第３号）に基づき、任命権者が採用した

職員数の状況である。

職員の採用の状況（平成20年度） （単位：人）

試 験 の 種 類
区 分 選 考 合 計

上級試験 中級試験 初級試験

一般行政職 77 37 3 31 148

事 務 職 38 30 3 16 87

技 術 職 39 7 0 15 61

警 察 職 68 0 25 11 104

教 育 職 0 0 0 362 362

企 業 職 6 0 0 490 496

現 業 職 0 0 0 1 1

備考 表中区分の欄に掲げる用語の意義は、次のとおりである（以下⑵及び⑶において同じ。）。

⑴ 一般行政職 ⑵から⑸までに掲げる職員以外の職員

⑵ 警察職 公安職給料表が適用される職員

⑶ 教育職 教育職給料表が適用される職員

⑷ 企業職 沖縄県企業職員

⑸ 現業職 現業職給料表が適用される職員

⑵ 再任用職員の採用の状況

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条の６第１

項若しくは第２項の規定に基づき、任命権者が再任用した職員数の状況である。ただし、再任用職員

の再任用期間を更新した場合にも、採用として数に計上している。

再任用職員の採用の状況（平成20年度） （単位：人）

区 分 常時勤務 短時間勤務 合 計

一般行政職 11 59 70

事 務 職 4 45 49

技 術 職 7 14 21

警 察 職 3 4 7

教 育 職 31 0 31

企 業 職 2 6 8

現 業 職 2 4 6

⑶ 退職の状況

職員の退職等の状況である。

退職の状況（平成20年度） （単位：人）

そ の 他

区 分 定年退職 勧奨退職 合 計普 通 分 限 懲 戒
失 職

死 亡 任 期
退 職 免 職 免 職 退 職 満 了

一般行政職 200 57 18 0 0 0 3 13 291

警 察 職 34 35 18 0 0 0 2 7 96
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教 育 職 274 106 30 1 2 0 5 0 418

企 業 職 27 0 330 0 0 0 0 140 497

現 業 職 11 5 1 0 0 0 0 0 17

備考 表中に掲げる用語の意義は、次のとおりである。

⑴ 定年退職 地方公務員法第28条の２第１項の規定による退職及び同法第28条の３第１項の規定に

よる勤務延長後の退職

⑵ 勧奨退職 任命権者が行う退職勧奨に応じた退職

⑶ 普通退職 自己都合による退職

⑷ 分限免職 地方公務員法第28条第１項の規定による免職

⑸ 懲戒免職 地方公務員法第29条の規定による免職

⑹ 失 職 地方公務員法第28条第４項の規定による失職

⑺ 任期満了 定められた任期が満了したことによる退職

⑷ 職員数の状況

各年４月１日現在の一般職に属する職員の部門別の状況である。

職員数の状況 （各年４月１日現在。単位：人）

区 分 職 員 数 対前年増減数
平成20年度分の主な増減理由

部 門 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

議会 42 42 41 0 0 △ 1
総務企画 800 778 769 △ 6 △22 △ 9 事務の統廃合縮小等

一 税務 189 186 179 3 △ 3 △ 7 事務の統廃合縮小等
般 民生 478 457 402 △ 5 △21 △55 事務の統廃合縮小等
行 衛生 634 628 620 △19 △ 6 △ 8 事務の統廃合縮小等
政 労働 111 110 110 △ 2 △ 1 0
部 農林水産 1,075 1,063 1,032 △20 △12 △31 事務の統廃合縮小等
門 商工 211 215 212 △ 2 4 △ 3 事務の統廃合縮小等

土木 836 825 799 △ 5 △11 △26 事務の統廃合縮小等

小 計
4,376 4,304 4,164 △56 △72 △140

( 21) ( 23) ( 53) ( 0) ( 2) ( 30)

特 教育 13,798 13,622 13,474 △152 △176 △148 児童生徒数の減に伴う減
別 警察 2,823 2,844 2,855 34 21 11 法令基準の充足による増
行
政
部

小 計
16,621 16,466 16,329 △118 △155 △137

門 ( 0) ( 10) ( 4) ( 0) ( 10) ( △6)

普通会計計
20,997 20,770 20,493 △174 △227 △277

( 21) ( 33) ( 57) ( 0) ( 12) ( 24)

公会
病院 2,252 2,228 2,261 △32 △24 33 欠員補充

営計
水道 302 296 274 △ 9 △ 6 △22 事務の統廃合縮小等

企部
下水道 92 90 87 △ 2 △ 2 △ 3 事務の統廃合縮小等

業門
その他 34 30 29 △ 2 △ 4 △ 1 事務の統廃合縮小等

等
小 計

2,680 2,644 2,651 △45 △36 7
( 2) ( 2) ( 6) ( △1) ( 0) ( 4)

合 計
23,677 23,414 23,144 △219 △263 △270

( 23) ( 35) ( 63) ( △ 1) ( 12) ( 28)

備考 １ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員等を含

む。

２ 再任用短時間勤務職員は括弧書とし、職員数の外書としている。

３ 表中区分の欄に掲げる用語の意義は、次のとおりである。

⑴ 一般行政部門 ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員

⑵ 特別行政部門 教育委員会の職員及び警察職員

⑶ 公営企業等会計部門 公営企業会計及び特別会計等に係る職員

２ 職員の給与の状況



- 4 -

１ 総括

⑴ 人件費の状況（普通会計決算）

区分
住民基本台帳人口 歳出額

実質収支
人件費 人件費率 （参考）平成19

（平成20年度末） Ａ Ｂ Ｂ÷Ａ 年度の人件費率

平成20年度 人 千円 千円 千円 ％ ％
1,397,812 578,263,645 2,030,021 193,141,811 33.4 35.7

⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算）

給 与 費
１人当たり

（参考）都道

区分
職員数

給与費
府県平均１人

Ａ
給 料 職員手当

期末・勤勉
計 Ｂ Ｂ÷Ａ

当たりの給与
手当 費

平成20年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
20,492 90,210,232 17,238,270 34,745,283 142,193,785 6,939 7,563

備考 １ 表中「職員手当」には、退職手当を含まない。

２ 表中「職員数」は、平成20年４月１日現在の人数である。

⑶ 特記事項 平成18年４月１日から一般職員の管理職手当を15パーセント減額（平成10年８月１日

から平成18年３月31日までの期間は10パーセント減額）し、また、平成20年４月１日から給料月額

を３パーセント減額し、期末手当及び勤勉手当を２パーセント減額している。

⑷ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

備考 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指

数である。

⑸ 給与改定の状況

ア 月例給

人 事 委 員 会 の 勧 告 （参考）

区分 給与改定率 国の改定率民間給与 公務員給与 較差 勧告
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

平成20年度 円 円 △10,969円 ％ ％ ％
364,961 353,992 （3.10％） 0.00 0.00 0.00

備考 表中「民間給与」及び「公務員給与」とは、人事委員会の勧告において公民の４月分の給与額をラ

スパイレス比較した平均給与月額である。なお、公務員給与は、特例条例による減額措置を受けた後

の額である。

イ 特別給

人 事 委 員 会 の 勧 告 （参考）

区分 年間支給月数 国の年間民間の支給 公務員の支 較差 勧告（改定
支給月数

101.7101.3

95.2

99.4

90

95

100

105

沖縄県 都道府県平均

　H15
　H15

　H20

　H20
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割合 Ａ 給月数 Ｂ Ａ－Ｂ 月数）

平成20年度 月 月 月 月 月 月
4.27 4.35 △0.08 △0.00 4.35 4.50

備考 表中「民間の支給割合」とは民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」とは期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況

⑴ 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成20年４月１日現在）

ア 一般行政職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

沖縄県 42.8歳 321,800円 370,042円 353,251円

国 41.1歳 325,113円 － 387,506円

都道府県平均 43.7歳 348,999円 431,898円 391,069円

イ 技能労務職

公 務 員 民 間 参考

区 分
平均年齢 職員数 平均給料 平均給与 平均給与月額

対応する
平均年齢 平均給与

月額 月額 Ａ （国ベース）
民間の類

月額 Ｂ
Ａ÷Ｂ

似職種

沖縄県 48.3歳 402人 317,600円 363,249円 349,386円 － － － －

うち運転士 46.4歳 97人 309,910円 354,985円 344,823円 自家用車 45.5歳 203,800円 1.74

自動車運

転者

うち用務員 51.4歳 116人 329,711円 360,993円 355,058円 用務員 53.9歳 225,900円 1.60

うち農業技術補佐員 43.3歳 80人 295,015円 374,230円 344,593円 － －歳 －円 －

うち介助員 52.4歳 40人 348,257円 376,519円 370,951円 － －歳 －円 －

うち電話交換士 50.2歳 19人 333,384円 361,702円 346,047円 － －歳 －円 －

うち印刷技士 46.3歳 5人 319,906円 353,044円 343,106円 － －歳 －円 －

うち土木整備員 43.0歳 8人 285,871円 351,911円 340,354円 － －歳 －円 －

うち守衛 46.5歳 3人 298,857円 377,018円 320,857円 守衛 59.5歳 183,400円 2.06

うち調理員・調理士 50.4歳 34人 314,871円 356,380円 336,388円 調理士 43.1歳 193,300円 1.84

国 48.9歳 －人 284,679円 － 320,623円 － － － －

都道府県平均 48.4歳 －人 335,603円 390,255円 368,137円 － － － －

参 考

区 分 年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間 Ｃ÷Ｄ
Ｃ Ｄ



- 6 -

沖縄県 － － －

うち運転士 5,748千円 2,783千円 2.07

うち用務員 5,917千円 3,227千円 1.83

うち農業技術補佐員 5,885千円 －千円 －

うち介助員 6,169千円 －千円 －

うち電話交換士 5,928千円 －千円 －

うち印刷技士 5,775千円 －千円 －

うち土木整備員 5,559千円 －千円 －

うち守衛 5,929千円 2,439千円 2.43

うち調理員・調理士 5,760千円 2,488千円 2.31

備考 １ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成

17年から19年までの３ヶ年平均）

２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において

完全に一致しているものではない。

３ 年収ベースの「公務員Ｃ」及び「民間Ｄ」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍にしたも

のに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された

年間賞与の額を加えた試算値である。

ウ 高等（特殊・専修・各種）学校教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

沖縄県 41.5歳 354,500円 407,813円

都道府県平均 44.6歳 396,784円 465,679円

エ 小・中学校（幼稚園）教育職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

沖縄県 43.2歳 362,200円 416,150円

都道府県平均 43.9歳 384,425円 447,206円

オ 警察職

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

沖縄県 39.8歳 320,200円 424,974円 351,932円

国 41.7歳 327,391円 － 377,402円

都道府県平均 40.3歳 338,245円 483,553円 383,901円

備考 １ 表中「平均給料月額」とは、平成20年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。

２ 表中「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において

明らかにされているものである。

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には、時間外勤務手当、

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算
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したものである。

⑵ 職員の初任給の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 沖縄県 国

大学卒 167,034円 172,200円
一 般 行 政 職

高校卒 135,897円 140,100円

高校卒 133,084円 －
技 能 労 務 職

中学卒 125,324円 －

大学卒 187,016円 －
高等学校教育職

高校卒 144,336円 －

大学卒 187,016円 －
小・中学校教育職

高校卒 144,336円 －

大学卒 181,875円 187,500円
警 察 職

高校卒 153,357円 158,100円

⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

大学卒 253,757円 308,854円 359,472円
一 般 行 政 職

高校卒 199,882円 250,115円 292,657円

高校卒 237,796円 247,932円 279,166円
技 能 労 務 職

中学卒 － 円 238,790円 270,943円

大学卒 297,890円 351,129円 386,548円
高等学校教育職

高校卒 － 円 － 円 － 円

大学卒 292,587円 348,341円 381,654円
小・中学校教育職

高校卒 － 円 － 円 － 円

大学卒 266,307円 311,467円 357,366円
警 察 職

高校卒 253,599円 284,501円 326,807円

備考 表中「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。なお、卒業後直ちに

県に採用され、引き続き勤務している職員の経験年数は、採用後の在職年数をいう。

３ 一般行政職の級別職員数等の状況

⑴ 一般行政職の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在）

ア 級別職員の数等

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級
１ 主任の職務 543人 11.8％
２ 主事又は技師の職務

２級
１ 副主査の職務 684人 14.9％
２ 相当高度の知識又は経験を必要とする主任の職務

３級
１ 主査又は主任技師の職務 908人 19.8％
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２ 相当高度の知識又は経験を必要とする副主査の職務

４級
１ 班長又は主幹の職務 889人 19.4％
２ 相当高度な知識又は経験を必要とする主査又は主任技師の職務

５級 相当困難な業務を行う班長又は主幹の職務 847人 18.5％

６級 課長又は副参事の職務 537人 11.7％

７級 相当困難な業務を行う課長又は副参事の職務 83人 1.8％

８級 統括監又は参事の職務 66人 1.4％

９級 公室長、本庁の部長又は参事監の職務 33人 0.7％

備考 １ 沖縄県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２ 表中「標準的な職務内容」とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

イ 級別職員の構成比

備考 給料表は、平成18年に旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級がそれぞれ統合され、11級制か

ら９級制に変更されている。

⑵ 昇給への勤務成績の反映状況

ア 課長級以上の特定職員 平成18年度から導入している勤務評価の結果に基づき、「極めて良

好、特に良好、良好（標準）、やや良好、良好でない」の５段階で、勤務成績の状況を昇給へ反

映させている。

イ 特定職員以外の職員 人事委員会通知に基づき、従前の取扱いに準じ、「特に良好、良好（標

準）、良好と認められない」の３段階で、勤務成績の状況を昇給へ反映させている。

４ 職員の手当の状況

⑴ 期末手当・勤勉手当

沖縄県 国

１人当たり平均支給額（平成20年度） －
1,592千円

（平成20年度支給割合） （平成20年度支給割合）
期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
3.00月分 1.35月分 3.00月分 1.50月分

（1.60）月分 （0.70）月分 （1.60）月分 （0.75）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５％から20％まで 役職加算 ５％から20％まで

１級
1.6%

１級
9.6%

１級
11.8%

２級
7.7%

２級
14.1%

２級
14.9% ３級

14.1%

３級
20.3%

３級
19.8%

４級
15.8%

４級
18.8%

４級
19.4%

５級
3.5%

５級
19.5%

５級
18.5%

６級
16.2%

６級
13.3%

６級
11.7%

７級
23.0%

７級
2.3%

７級
1.8% ８級

13.9%

８級
1.4%

８級
1.4%

９級
1.9%

９級
0.7%

９級
0.7%

１０級
1.5%

１１級
0.8%
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100%

平成20年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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管理職加算 10％ 管理職加算 10％から25％まで

備考 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（参考）勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

ア 課長級以上の特定職員 平成18年度から導入している勤務評価の結果に基づき、「極めて良好、

特に良好、良好（標準）、やや良好、良好でない」の５段階で、勤勉手当へ反映させている。

イ 特定職員以外の職員 一律支給

⑵ 退職手当（平成20年４月１日現在）

沖縄県 国

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.50月分 30.55月分 勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分 勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分 勤続35年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分 高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２％から20％までの割合の額を加算） （２％から20％までの割合の額を加算）
（退職時特別昇給 無 ） （退職時特別昇給 無 ）
１人当たり平均支給額

5,680千円 26,788千円

備考 退職手当の１人当たり平均支給額は平成19年度に退職した職員に支給された平均額である。

⑶ 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 66,770千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 618,241円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 国の制度（支給率）

東京都特別区 42人 16％ 16％

大阪市 ５人 13％ 13％

名古屋市 １人 12％ 12％

福岡市 １人 ９％ ９％

上記地域の異動保障 31人 異動前の支給率の70 異動前の支給率の100％
％（１年間） から80％まで（２年間）

医師・歯科医師 28人 13％ 13％

県内全市町村 20,384人 0％ 0％

平均支給率 0％ 0％

備考 「国の制度（支給率）」の欄の率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の加重

平均の支給率である。

（平成22年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率
国の制度

（支給率）

東京都特別区 18％ 18％

大阪市 15％ 15％

名古屋市 12％ 12％

福岡市 10％ 10％
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上記地域の異動保障 異動前の支給率の70％ 異動前の支給率の100％から80
（１年間） ％まで（２年間）

医師・歯科医師 15％ 15％

県内全市町村 0％ 0％

備考 国の制度では、平成22年度での制度完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げる

こととしている。

⑷ 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 730,144千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 72,579円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度） 49.1％

手当の種類（手当数） 47

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

種雄牛等取扱 畜産研究センター又は家畜 １ 牛及び豚の自然交配、精液 日額230円
手当 改良センターに所属する職 の採取若しくは人工授精又は

員(現業職員を含む。） これらの作業の準備のために
牛及び豚を御する作業

２ 牛の削蹄又はその作業の準
てい

備のために牛を御する作業

交通取締等手 特定警察官（警察官のうち 交通の取締り、人身事故の処 日額560円（高速道路にお
当 警部以下の階級にあるもの 理及び高速道路での物損事故 ける作業の場合は、日額84

をいう。以下「特定警察 の処理作業 0円）
官」という。）

自動車等警ら 特定警察官 無線自動車警らによる警らの作 日額420円
作業手当 業

交通取締用自動二輪車による交 日額560円
通指導及び取締りの作業

爆発物取締作 特定警察官、知事公室防災 火薬類取締法及び高圧ガス取締 日額230円
業手当 危機管理課又は支庁総務・ 法に規定する保安検査、立入検

観光振興課に所属する職員 査又は完成検査等の作業

海上業務手当 船舶に乗り組む職員 航海中における調査、試験研 日額230円
究、漁業取締り、捜査、警備又
は救難等の業務

暴風雨時手当 職員(現業職員を含む）。 暴風雨警報発令時から解除され １時間500円
るまでの間において、業務に従
事することを特別に命じられた
ときの業務

社会福祉手当 福祉保健所に勤務し現業を 福祉に関する業務 月額12,800円
行う社会福祉主事、児童相
談所に勤務し現業を行う児
童福祉司、身体障害者更生
相談所に勤務し現業を行う
身体障害者福祉司及び知的
障害者福祉司

福祉保健所に勤務し現業を 福祉に関する業務 月額6,400円
行う母子自立支援員、児童
相談所に勤務し現業を行う
児童心理司、身体障害者更
生相談所に勤務し現業を行
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う社会福祉主事及び心理判
定員、婦人相談所に勤務す
る心理判定員等

特殊現場作業 土木事務所、支庁土木建築 地上若しくは水面上10メートル 日額230円
手当 課、農林土木事務所等に勤 以上の足場の不安定な箇所又は

務する職員 水面下４メートル以上の深所等
で行う作業

遺骨収集作業 職員 遺骨収集の作業 日額250円
手当

精神保健業務 福祉保健部障害保健福祉課 精神保健及び精神障害者福祉に 日額230円
手当 に勤務する職員 関する法律第27条第３項の規定

に基づく精神保健指定医の診察
への立会い若しくは同法第29条
第１項の規定に基づき入院させ
る精神障害者の護送業務又は同
法第38条の６第１項の規定に基
づく精神病院に入院中の者への
質問業務若しくは精神保健指定
医の診察への立会い

保健所に勤務する運転士 精神障害者の搬送業務

爆発物等処理 特定警察官 爆発物若しくはその疑いのある １回5,200円（特殊危険物
作業手当 物件の処理作業又はサリン等に 質等の製造解明実験作業の

よる人身被害の防止関する法律 場合は、１回460円）
第２条に規定するサリン等若し
くはその疑いのある物質の処理
作業

潜水作業手当 特定警察官、水産研究セン 潜水器具を着用した潜水作業 １ 潜水深度20ｍまで１時
ター、水産業改良普及セン 間310円
ター、栽培漁業センター、 ２ 潜水深度30ｍまで１時
支庁農林水産整備課又は実 間780円
習船運営事務所に勤務する ３ 潜水深度30ｍ超１時間
職員 1,500円

救難等作業手 警察官 救難又は救助等の作業 日額840円(特別の場合は、
当 1,680円）

航空手当 職員 航空機に搭乗して行う次に掲げ
る業務

⑴ 航空機の操縦業務 ⑴ １時間5,100円
⑵ 航空機の整備業務 ⑵ １時間2,200円
⑶ 前２号に掲げる以外の業 ⑶ １時間1,900円

務（旅行又は物品の輸送等
を 目 的 と す る 業 務 を 除
く。）

銃器犯罪捜査 警察官 防弾装備を装着し、及び武器を 日額820円から日額1,640円
手当 携帯して、銃器を使用している までの範囲内の額

犯罪現場における犯人逮捕の作
業、銃器を所持する犯人逮捕の
作業等

はぶ等捕獲作 特定警察官 住民等から要請を受け、はぶ等 １回につき800円
業手当 の毒蛇を捕獲し、又は撲殺する

作業

死体処理作業 職員 死体の発見の場所又は解剖の施 １体につき1,600円から3,2
手当 設において直接死体を取り扱う 00円までの範囲内の額

作業

家畜保健衛生 家畜保健衛生所に勤務する 家畜保健衛生所法第３条第１項 月額17,500円
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手当 獣医師である職員 に規定する業務

浄化処理作業 下水道管理事務所（管理班 下水道施設における汚泥等の処 月額8,400円
手当 及び水質管理班に限る。） 理作業

に勤務する職員

防疫等作業手 職員 １ 感染症の病原体に汚染され 日額290円
当 ている区域における防疫作業

２ 家畜伝染病予防法第２条に
規定する家畜伝染病（流行性
脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセ
ラ病及び鼻そ）の病菌を有す
る家畜若しくは有する疑いの
ある家畜の防疫作業

３ 動物用生物学的製剤製造又
は病原検索試験研究の作業

有害薬物取扱 １ 農林水産部森林緑地 １ 毒物及び劇物取締法第２条 日額290円
等手当 課、工業技術支援センタ に規定する毒物若しくは劇物

ー、畜産研究センター、 を利用した理化学的試験研究
農業研究センター、森林 若しくは病害虫防除の作業
資源研究センター、水産 ２ 医療法及び毒物及び劇物取
海洋研究センター等に勤 締法に基づく立入検査の業務
務する職員

２ 保健所に勤務する医療
監視員及び薬事監視員

農業研究センター、家畜改 毒物及び劇物を利用した理化学
良普及センター、森林資源 的試験研究の補助又は病害虫防
研究センター、水産海洋研 除作業
究センター又は高等学校に
勤務する現業職員

用地等交渉手 土木事務所（用地班、河川 公共事業の用に供する用地の買 月額14,200円
当 都市用地班）、支庁土木建 収その他物件の移転補償に関

築課（総務用地班）等に勤 し、現地で直接交渉する業務
務する用地等交渉業務を本
務とする職員

土木建築部道路管理課、土 公共事業の用に供する用地の買 日額600円（業務が午後６
木事務所等に勤務する職員 収その他物件の移転補償に関 時以降の場合1,000円）
(月額の適用を受ける職員 し、現地で直接交渉する業務
は除く。）

私服捜査等手 特定警察官、警察本部に勤 私服を着用して現場おける犯罪 日額560円
当 務する電子計算機に係る犯 の予防若しくは捜査の作業又は

罪の解析その他情報技術の 被疑者の逮捕の作業
解析に作業する職員

看守手当 特定警察官 留置場における被留置者の看守 日額240円
の作業

護送手当 特定警察官 被疑者、被告人又は法令により 日額240円
拘禁されている者の護送作業

鑑識作業手当 職員（警察官にあっては、 指掌紋、足こん跡、手口、写真 １ 現場 日額560円
特定警察官に限る。） 又は似顔絵を利用する犯罪鑑識 ２ 内勤 日額280円

作業並びに理化学、法医学、心
理学、情報工学又は銃器弾薬類
の知識を利用する犯罪鑑識作業
及び警察犬を利用して行う足跡
追及、爆発物捜索、捜索救助の
作業

警ら作業手当 特定警察官 交番等に勤務する地域警察官及 日額340円
び機動隊員等による警らの作業
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夜間特殊業務 警察本部、警察署及び石嶺 正規の勤務時間による勤務の一 １ 深夜の全部の勤務１回
手当 児童園に勤務する職員、総 部又は全部が深夜において行わ 980円

務部管財課に勤務する守 れる業務 ２ ２時間以上の勤務１回
衛、厚生園に勤務する寮母 650円
(父）、県立学校に勤務す ３ ２時間未満の勤務１回
る警備員 410円

巡回診療手当 福祉保健部医務・国保課に 無医地区における巡回診療の業 日額1,000円
勤務する職員 務

多学年学級担 小学校又は中学校の教頭、 小学校又は中学校の２の学年の 日額290円
当手当 教諭、助教諭又は講師 児童又は生徒で編制されている

学級における授業又は指導の業
務

面接指導手当 通信教育を行う学校及びそ 面接指導の業務 １時間1,500円
の協力校の教育職員（通信
教育に従事することを本務
とする職員を除く。）

兼務授業手当 高等学校（特別支援学校の 本務の勤務時間を超える、高等 授業１時間1,500円
の高等部を含む。）の全日 学校の定時制の課程の授業の業
制の課程の勤務を本務とす 務
る教育職員

定時制の課程の勤務を本務 本務の勤務時間を超える、高等
とする教育職員 学校の全日制の課程の授業の業

職業訓練手当 職業能力開発校に勤務する 職業訓練の業務 給料月額の10％（上限額月
職業訓練指導員 額40,000円）

税務手当 総務部税務課、県税事務 県税に関する業務 月額9,500円から月額32,00
所、自動車税事務所又は支 0円までの範囲内の額（滞
庁県税課に勤務する職員 納処分又は犯則取締りの業

務に従事したときは日額10
0円を加算）

教員特殊業務 小学校、中学校、高等学校 学校の管理下において行う非常 日額1,500円から日額2,100
手当 又は特別支援学校に勤務す 災害時等の緊急業務 円までの範囲内の額

る教育職員（校長及び教頭
を除く。） 修学旅行、林間学校、臨海学校 日額1,700円

等において児童又は生徒を引率
して行う指導業務で宿泊を伴う
もの

対外運動競技等において児童又 日額1,700円
は生徒を引率して行う指導業務
で宿泊を伴うもの又は週休日、
休日等に行うもの

部活動における児童又は生徒に 日額1,200円
対する指導業務で、週休日、休
日等又は休日等に当たる日以外
の正規の勤務時間が４時間であ
る日に行うもの

入学試験における受験生の監 日額900円
督、採点又は合否判定の業務で
週休日、休日等又は休日等に当
たる日以外の正規の勤務時間が
４時間である日に行うもの

農業機械等運 農業研究センター、畜産研 道路交通法施行規則第２条の表 日額230円
転作業手当 究センター、家畜改良セン に掲げる特殊自動車又は小型特
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ター又は家畜保健衛生所に 殊自動車（耕うん機）の運転作
勤務する職員 業

現業職員 農業機械等の運転作業 日額230円

病害虫防除指 病害虫防除技術センターに 病害虫の発生予察及び防除指導 日額870円から日額1,700円
導手当 勤務する職員（研究職給料 業務 までの範囲内の額

表の適用を受ける職員を除
く。）

農業教育指導 農業大学校に勤務する職員 農業教育指導の業務 給料月額の10％（上限額月
手当 額40,000円）

消防訓練指導 消防学校に勤務する職員 訓練礼式、ポンプ操法訓練、体 日額700円
手当 育訓練、救急実技訓練、火災防

御訓練、救助訓練、水防訓練又
は危険物実技の訓練の指導の業
務

夜間緊急呼出 特定警察官等 正規の勤務時間以外の時間にお １回につき1,240円
手当 いて、特別な事情の下で行う交

通取締等、爆発物等処理作業、
私服捜査等又は鑑識作業等の業
務

教育業務連絡 小学校、中学校、高等学校 教務その他教育に関する事項に 日額200円
指導手当 又は特別支援学校に勤務す ついての連絡調整及び指導助言

る教諭（特定の主任等の職 の業務
務 を 担 当 す る 教 諭 に 限
る。）

航空機整備業 職員 航空法第24条に規定する一等整 月額23,000円
務手当 備士又は二等整備士としての業

務

身辺警護等作 警察官 身辺警護等の作業 日額640円(特別の場合は、
業手当 1,150円）

定時制夜間勤 定時制の課程を置く高等学 定時制の課程に関する業務 １ 事務長 月額2,000円
務手当 校に勤務する事務職員 ２ 事務長以外の職員 月

額4,000円

定時制の課程を置く高等学 炊事等の業務 月額4,000円
校に勤務する現業職員

伝染病防疫手 １ 保健所に所属する運転 １ 感染症の病原体を有する者 日額290円
当 士 又は有する疑いのある者の搬

２ 家畜保健衛生所又は家 送業務
畜に試験場衛生所に所属 ２ 家畜伝染病予防法第２条に
する現業職員 定める家畜伝染病の病原体に

汚染されるている区域におい
て患畜の飼育又は当該病原体
の付着した物件若しくは付着
の疑いのある物件の処理作業

清しき作業手 厚生園に所属する現業職員 入園者の死体の清しき、綿せん 日額620円
当 及び納棺の作業

道路上作業手 土木事務所又は支庁土木建 交通を遮断することなく行う道 日額300円
当 築課に所属する現業職員 路の維持修繕の作業

⑸ 時間外勤務手当

支給実績（平成20年度決算） 2,142,616千円

職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 105千円
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支給実績（平成19年度決算） 2,064,068千円

職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 99千円

⑹ その他の手当（平成20年４月１日現在）

国の制度 国の制度 支給実績
支給職員１人当た

手 当 名 内容及び支給単価 との異同 と異なる （平成20年度決
り平均支給年額

内容 算）
（平成20年度決
算）

扶養手当 扶養親族（配偶者、22歳に達 同じ － 2,551,941千円 240,545円
する日以後の 初の３月31日
までの間にある子、60歳以上
の父母等）のいる職員に支給
⑴ 配偶者 月額13,000円
⑵ 配偶者以外の扶養親族
月額6,500円（配偶者が
ない場合の1人目は11,00
0円）（なお、16歳から2
2歳の子１人につき5,000

円加算）

住居手当 １ 住居を借り受け家賃を支 異なる 所有住居 2,055,069千円 163,399円
払っている職員に支給 月額2,500
⑴ 家賃が月額23,000円以 円（住宅
下の職員 家賃の月額か 取得後５
ら12,000円を控除した額 年間に限

⑵ 家賃が月額23,000円を り支給）
超える職員 家賃の月額
から23,000円を控除した
額の２分の１を11,000円
に加算した額（上限は月
額27,000円）

２ 単身赴任手当を支給され
ている職員の配偶者が居住
する住居 １に掲げる額の
２分の１

３ 自宅居住者で世帯主であ
る職員 月額2,500円

通勤手当 通勤距離が２㎞以上の職員に 異なる 交通機関 1,556,229千円 92,998円
支給 利用の支

⑴ バス等の交通機関を利 給限度額
用する職員 運賃負担額 月額55,00
に応じた額。ただし、5 0円まで
5,000円を超える分につ
いて、２分の１の加算

⑵ 自家用車を利用する職
員 距離区分に応じ月額
2,300円から月額40,000
円までの範囲内の額

単身赴任手当 異動等に伴い、住居を移転 異なる 職員と配 197,683千円 413,563円
し、やむを得ない事情によ 偶者等の
り、配偶者等と別居し、単身 住居の距
で生活することを常況とする 離につい
職員に支給。月額23,000円 て500㎞未
（職員と配偶者等の住居の距 満の区分
離が100㎞以上の者に対し、 を国の基
距離に応じ、6,000円から45, 準より細
000円までの範囲内の額を加 分化して
算） いる。

管理職手当 管理又は監督の地位にある職 異なる １ 給料 944,181千円 585,357円
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員（部長、統括監、課長、校 月額の2
長、教頭等）に支給。職務に 5%から1
応じ104,200円から39,700円 0 %まで
までの範囲内の額 の 範 囲

内の額
２ 課長

補 佐 級
へ の 支
給あり

初任給調整手当 採用による欠員の補充が困難 異なる １ 科学 82,669千円 1,722,271円
であると認められる職員に支 技 術 に
給 関 す る

⑴ 医師又は歯科医師 月 高 度 な
額306,900円以内（35年 専 門 的
間漸減しながら支給） 知 識 を

⑵ 獣医師 月額8,000円 有 す る
以内（８年間漸減しなが 職 員 に
ら支給） 月額1 0

0,000円
以 内 で
支給

２ 獣医
師 に 支
給なし

特地勤務手当 離島その他の生活の著しく不 同じ － 824,069千円 614,060円
便な地に所在する公署に勤務
する職員に支給。給料及び扶
養手当の月額の合計額に、公
署に応じ25％から４％までの
割合を乗じた額

特地勤務手当に 特地公署又は準特地公署への 同じ －
準ずる手当 異動等に伴って住居移転した

とき、異動後３年間支給(人
事委員会で定める条件に該当
する者は６年間）。給料及び
扶養手当の月額の合計額に、
公署に応じ、異動後４年間は
６％から４％まで、５年目は
４％、６年目は２％の割合を
乗じた額

へき地手当 へき地教育振興法施行規則で 1,206,434千円 794,229円
定める基準によるへき地学校
等に勤務する職員に支給。給
料及び扶養手当の月額の合計
額に、学校に応じ25％から４
％までの割合を乗じた額

へき地手当に準 へき地教育振興法施行規則で
ずる手当 定める基準によるへき地学校

等への異動に伴って住居移転
したとき、異動後３年間（任
命権者が必要と認める場合は
６年間）支給。給料及び扶養
手当の月額の合計額に、異動
後５年間は４％、６年目は２
％の割合を乗じた額

休日勤務手当 沖縄県職員の勤務時間、休日 同じ － 443,786千円 161,318円
及び休暇等に関する条例第７
条に規定する休日において正
規の勤務時間中に勤務するこ
とを命ぜられた職員に支給。
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勤務１時間につき１時間当た
りの給与額に100分の125から
100分の150までの範囲内で人
事委員会規則で定める割合を
乗じた額

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後10 同じ － 239,628千円 118,628円
時から翌日の午前５時までの
間に勤務した職員に支給。勤
務１時間につき１時間当たり
の給与額に100分の25を乗じ
た額

宿日直手当 宿直勤務又は日直勤務を命ぜ 同じ － 400,509千円 180,166円
られた職員に支給。勤務１回
につき4,200円（人事委員会
規則で定める管理又は監督の
業務その他特殊な業務を主と
して行う宿日直勤務にあって
は、7,200円又は5,900円）

管理職員特別勤 管理職員（大学の学長含 同じ － 28,893千円 283,265円
務手当 む。）が臨時又は緊急の必要

その他公務の運営の必要によ
り休日等に勤務した場合に支
給

⑴ 大学の学長を除く管理
職員 １回4,000円から1
2,000円まで

⑵ 大学の学長 １回18,0
00円

義務教育等教員 公立の学校に勤務する教育職 1,814,161千円 156,326円
特別手当 員に支給。職務の級及び号給

に応じ月額5,000円から月額2
0,200円までの範囲内の額

定時制通信教育 定時制又は通信制の課程を置 68,231千円 361,011円
手当 く高等学校に勤務する校長及

び教頭並びに本務として定時
制教育又は通信教育に従事す
る教諭等に支給

⑴ 管理職員 給料月額の
８％

⑵ 管理職員以外の職員
給料月額の10％

産業教育手当 農業、水産、工業等の課程を 153,526千円 336,680円
置く高等学校に勤務し、実習
を伴う農業、水産、工業、電
波若しくは商船に関する科目
の授業及び実習を担当する時
間数がその者の担当時間数の
２分の１以上となる教諭、実
習助手等に支給。給料月額の
10％（定時制通信教育手当を
受ける者は６％）

農林漁業普及指 農業、林業、又は水産業の普 49,812千円 368,978円
導手当 及指導事業に従事する職員に

支給
⑴ 管理職員 給料月額の

４％
⑵ 管理職員以外の職員

給料月額の８％
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災害派遣手当 災害応急対策又は災害復旧の 0千円 0円
ため、本県に派遣された職員
がその職員の住所又は居所を
離れて、本県の区域に滞在す
ることを要する場合に支給。
１日につき3,970円から6,620
円までの範囲内の額

５ 特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 給 料 月 額 等

給 知 事 1,116,000円（ 1,240,000 円）
料 副 知 事 911,400円（ 980,000 円）

議 議 長 990,000円（ － 円）
員 副 議 長 850,000円（ － 円）
報 議 員 760,000円（ － 円）
酬

知 事 （平成20年度支給割合） 3.3月分
期 副 知 事 注 平成18年４月１日から期末手当を15％減額している。
末
手 議 長
当 副 議 長 （平成20年度支給割合） 3.3月分

議 員

退 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
職 知 事 124万円×在職月数×0.50 2,976万円 任期満了時
手 副 知 事 98万円×在職月数×0.42 1,976万円 任期満了時
当

備考 １ 給料及び報酬の（ ）内は、特例条例による減額措置（平成20年４月１日から、給料月額につ

いては、知事10パーセント、副知事７パーセント、期末手当については15パーセントを減額）を行う

前の金額である。

２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝

48月）勤めた場合における退職手当見込額である。

６ 公営企業職員の状況

⑴ 水道事業

ア 職員給与費の状況

(ｱ) 決算

純損益又は
総費用に占める （参考）

区分 総費用
実質収支

職員給与費 職員給与費比率 19年度の総費用に占
Ａ Ｂ Ｂ÷Ａ める職員給与費比率

平成20年度 千円 千円 千円 ％ ％
15,074,387 609,095 2,373,596 15.7 16.5

給 与 費 （参考）都道

区分 職員数
１人当たり給 府県平均１人

給 料 職員手当
期末・勤勉

計 Ｂ
与費 Ｂ÷Ａ 当たりの給与

Ａ 手当 費

平成20年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
270 1,069,788 276,528 423,159 1,769,475 6,554 7,761

備考 １ 表中「職員手当」には、退職給与金を含まない。

２ 表中「職員数」は、平成21年３月31日現在の人数である。

(ｲ) 特記事項 平成18年４月１日から一般職員の管理職手当を15パーセント減額している。な

お、平成10年８月１日から平成18年３月31日までの期間は、管理職手当を10パーセント減額し



- 19 -

ていた。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

沖 縄 県 41.2歳 343,589円 538,686円

団 体 平 均 45.6歳 402,819円 645,516円

備考 表中「平均月収額」には、期末・勤勉手当等を含む。

ウ 職員の手当の状況

(ｱ) 期末手当・勤勉手当

沖 縄 県 団体平均

１人当たり平均支給額（平成20年度） １人当たりの平均支給額（平成20年度）
1,567千円 1,922千円

（平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当
3.00月分 1.35月分

（1.60）月分 （0.70）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 ５％から20%まで
管理職加算 10%

備考 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｲ) 退職手当（平成20年４月１日現在）

沖 縄 県 団体平均

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例（２
％から20％までの割合の額を加算）
（退職時特別昇給 無 ）
１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

－ 千円 28,581千円 22,537千円

備考 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成19年度に退職した職員に支給された平均額である。

(ｳ) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 1,216千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 405,494円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 一般行政職の制度（支給率）

東京特別区 ２人 17％ 17％

（平成22年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

東京特別区 18％ 18％

備考 国の制度では、平成22年度での制度完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げる
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こととしている。

(ｴ) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 5,478千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 54,781円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度） 37.0％

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

暴風雨時勤務手当 職員 台風の来襲による事 １時間800円
故発生防止のために
必要な業務

用地交渉業務手当 建設課用地係に所属する 用地取得に伴う交渉 日額600円（ただし、午後
職員 の業務 ６時以降1,000円加算）

交替制勤務手当 各浄水管理事務所浄水課 浄水施設における24 月額4,700円
及び配水管理課水管理セ 時間運転管理業務
ンターに所属する職員

特殊現場作業手当 職員 特殊現場、危険な工 日額300円
事箇所で行う監督、
測量検査・調査等

交通の頻繁な国道、 日額150円
県道、市町村道の道
路上において、交通
を遮断することなく
調査、測量、導送水
管等の弁操作、点検
若しくは修繕の作業
又はこれらの作業に
伴う交通整理の作業

排 泥 処 理 、 清 掃 作 日額400円
業、保守点検作業及
び除塵作業

有害毒薬物取扱手当 水質管理事務所に所属す 水質試験業務 日額150円
る職員

薬品注入設備等薬品
を取り扱う設備を分 日額230円
解 し て 行 う 修 繕 業
務 、 漏 洩 事 故 対 応
（薬液が吹き出す程
度以上）

(ｵ) 時間外勤務手当

支給実績（平成20年度決算） 112,179千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 488千円

支給実績（平成19年度決算） 110,175千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 442千円

備考 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(ｶ) その他の手当（平成20年４月１日現在）
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一般行政 一般行政職 支給実績 支給職員１人当たり
手 当 名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と異 （平成20年度 平均支給年額

との異同 なる内容 決算） （平成20年度決算）

扶養手当 扶養親族（配偶者、22歳に達 同じ － 42,088千円 256,631円
する日以後の 初の３月31日
までの間にある子、60歳以上
の父母等）のいる職員に支給

⑴ 配偶者 月額13,000円
⑵ 配偶者以外の扶養親族

月額6,500円（配偶者が
ない場合の1人目は11,00
0円）（なお、16歳から2
2歳の子１人につき5,000
円加算）

住居手当 １ 住居を借り受け家賃を支 同じ － 37,606千円 178,229円
払っている職員に支給
⑴ 家賃が月額23,000円以
下の職員 家賃の月額か
ら12,000円を控除した額

⑵ 家賃が月額23,000円を
超える職員 家賃の月額
から23,000円を控除した
額の２分の１を11,000円
に加算した額（上限は月
額27,000円）

２ 単身赴任手当を支給され
ている職員の配偶者が居住
する住居 １に掲げる額の
２分の１

３ 自宅居住者で世帯主であ
る職員 月額2,500円

通勤手当 通勤距離が２㎞以上の職員に 同じ － 43,073千円 168,913円
支給

⑴ バス等の交通機関を利
用する職員 運賃負担額
に応じた額。ただし、5
5,000円を超える分につ
いて、２分の１の加算

⑵ 自家用車を利用する職
員 距離区分に応じ月額
2,300円から月額40,000
円までの範囲内の額

単身赴任手当 異動等に伴い、住居を移転 同じ － 0千円 0円
し、やむを得ない事情によ
り、配偶者等と別居し、単身
で生活することを常況とする
職員に支給。月額23,000円
（職員と配偶者等の住居の距
離が100㎞以上の者に対し、
距離に応じ、6,000円から45,
000円までの範囲内の額を加
算）

管理職手当 管理又は監督の地位にある職 同じ － 15,025千円 653,280円
員に支給(企業技監、次長、
課長等）。職の区分に応じ9
3,800円から49,400円までの
範囲の額

休日勤務手当 沖縄県職員の勤務時間、休日 同じ － 30,047千円 211,600円
及び休暇等に関する条例第７
条に規定する休日において正
規の勤務時間中に勤務するこ
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とを命ぜられた職員に支給。
勤務１時間につき１時間当た
りの給与額に100分の125から
100分の150までの範囲内で人
事委員会規則で定める割合を
乗じた額

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後10 同じ － 19,863千円 215,900円
時から翌日の午前５時までの
間に勤務した職員に支給。勤
務１時間につき１時間当たり
の給与額に100分の25を乗じ
た額

⑵ 工業用水道事業

ア 職員給与費の状況

(ｱ) 決算

純損益又は
総費用に占める （参考）平成19年度の

区分 総費用
実質収支

職員給与費 職員給与費比率 総費用に占める職員給
Ａ Ｂ Ｂ÷Ａ 与費比率

平成20年度 千円 千円 千円 ％ ％
285,336 28,658 22,656 7.9 9.6

給 与 費 （参考）都道

区分 職員数
１人当たり給 府県平均１人

給 料 職員手当
期末・勤勉

計 Ｂ
与費 Ｂ÷Ａ 当たりの給与

Ａ 手当 費

平成20年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
４ 11,190 3,644 4,199 19,033 4,758 7,182

備考 １ 表中「職員手当」には、退職給与金を含まない。

２ 表中「職員数」は、平成21年３月31日現在の人数である。

(ｲ) 特記事項 平成18年４月１日から一般職員の管理職手当を15パーセント減額している。な

お、平成10年８月１日から平成18年３月31日までの期間は、管理職手当を10パーセント減額し

ていた。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

沖 縄 県 30.5歳 239,650円 372,734円

団 体 平 均 45.4歳 383,062円 599,574円

備考 表中「平均月収額」には、期末・勤勉手当等を含む。

ウ 職員の手当の状況

(ｱ) 期末手当・勤勉手当

沖 縄 県 団体平均

１人当たり平均支給額（平成20年度） １人当たりの平均支給額（平成20年度）
1,050千円 1,830千円

（平成20年度支給割合）
期末手当 勤勉手当
3.00月分 1.35月分

（1.60）月分 （0.70）月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
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役職加算 ５％から20%まで
管理職加算 10%

備考 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｲ) 退職手当（平成20年４月１日現在）

沖 縄 県 団体平均

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例（２
％から20％までの割合の額を加算）
（退職時特別昇給 無 ）
１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

－ 千円 － 千円 －千円

備考 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成20年度に退職した職員に支給された平均額である。

(ｳ) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） ０千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） ０円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 一般行政職の制度（支給率）

東京特別区 ０人 17％ 17％

（平成22年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

東京特別区 18％ 18％

備考 国の制度では、平成22年度での制度完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げる

こととしている。

(ｴ) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 77千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 38,450円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成20年度） 50.0％

手当の種類（手当数） 5

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

暴風雨時勤務手当 職員 台風の来襲による事 １時間800円
故発生防止のために
必要な業務

用地交渉業務手当 建設課用地係に所 用地取得に伴う交渉 日額600円（ただし、午後
属する職員 の業務 ６時以降1,000円加算）

交替制勤務手当 各浄水管理事務所 浄水施設における24 月額4,700円
浄水課及び配水管 時間運転管理業務
理課水管理センタ
ーに所属する職員

特殊現場作業手当 職員 特殊現場、危険な工 日額300円
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事箇所で行う監督、
測量検査・調査等

交通の頻繁な国道、 日額150円
県道、市町村道の道
路上において、交通
を遮断することなく
調査、測量、導送水
管等の弁操作、点検
若しくは修繕の作業
又はこれらの作業に
伴う交通整理の作業

排泥処理、清掃作 日額400円
業、保守点検作業及
び除塵作業

有害毒薬物取扱手当 水質管理事務所に 水質試験業務 日額150円
所属する職員

薬品注入設備等薬品
を取り扱う設備を分 日額230円
解して行う修繕業
務、漏洩事故対応
（薬液が吹き出す程
度以上）

(ｵ) 時間外勤務手当

支給実績（平成20年度決算） 1,123千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 281千円

支給実績（平成19年度決算） 1,495千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 498千円

備考 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(ｶ) その他の手当（平成20年４月１日現在）

一般行政 一般行政職 支給実績 支給職員１人当たり
手 当 名 内容及び支給単価 職の制度 の制度と異 （平成19年度決 平均支給年額

との異同 なる内容 算） （平成19年度決算）

扶養手当 扶養親族（配偶者、22歳 同じ － 429千円 214,500円
に達する日以後の 初の
３月31日までの間にある
子、60歳以上の父母等）
のいる職員に支給
⑴ 配偶者 月額13,0
00円

⑵ 配偶者以外の扶養
親族 月額6,500円
（配偶者がない場合
の1人目は1 1 , 0 0 0
円）（なお、16歳か
ら22歳の子１人につ
き5,000円加算）

住居手当 １ 住居を借り受け家賃 同じ － 648千円 324,000円
を支払っている職員に
支給
⑴ 家賃が月額23,000

円以下の職員 家賃
の月額から12,000円
を控除した額
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⑵ 家賃が月額23,000
円を超える職員 家
賃の月額から23,000
円を控除した額の２
分の１を11,000円に
加算した額（上限は
月額27,000円）

２ 単身赴任手当を支給
されている職員の配偶
者が居住する住居 １
に掲げる額の２分の１

３ 自宅居住者で世帯主
である職員 月額2,50
0円

通勤手当 通勤距離が２㎞以上の職 同じ － 1,236千円 309,000円
員に支給

⑴ バス等の交通機関
を利用する職員 運
賃負担額に応じた
額。ただし、55,000
円を超える分につい
て、２分の１の加算

⑵ 自家用車を利用す
る職員 距離区分に
応じ月額2,300円か
ら月額40,000円まで
の範囲内の額

単身赴任手当 異動等に伴い、住居を移 同じ － ０千円 ０円
転し、やむを得ない事情
により、配偶者等と別居
し、単身で生活すること
を常況とする職員に支
給。月額23,000円（職員
と配偶者等の住居の距離
が10 0㎞以上の者に対
し、距離に応じ、6,000
円から45,000円までの範
囲内の額を加算）

管理職手当 管理又は監督の地位にあ 同じ － ０千円 ０円
る職員に支給(企業技
監、次長、課長等）。職
の区分に応じ93,800円か
ら49,400円までの範囲の
額

休日勤務手当 沖縄県職員の勤務時間、 同じ － 227千円 75,691円
休日及び休暇等に関する
条例第７条に規定する休
日において正規の勤務時
間中に勤務することを命
ぜられた職員に支給。勤
務１時間につき１時間当
たりの給与額に100分の1
25から100分の150までの
範囲内で人事委員会規則
で定める割合を乗じた額

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午 同じ － 131千円 131,076円
後10時から翌日の午前５
時までの間に勤務した職
員に支給。勤務１時間に
つき１時間当たりの給与
額に100分の25を乗じた
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額

⑶ 病院事業

ア 職員給与費の状況

(ｱ) 決算

純損益又は
総費用に占める （参考）

区分 総費用
実質収支

職員給与費 職員給与費比率 平成19年度の総費用に
Ａ Ｂ Ｂ÷Ａ 占める職員給与費比率

平成20年度 千円 （純損失） 千円 千円 ％ ％
43,791,246 2,222,423 24,662,438 56.3 54.3

給 与 費 （参考）都道

区分 職員数
１人当たり給 府県平均１人

給 料 職員手当
期末・勤勉

計 Ｂ
与費 Ｂ÷Ａ 当たりの給与

Ａ 手当 費

平成20年度 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2,273 9,987,287 4,891,625 3,679,913 18,558,825 8,165 7,448

備考 １ 表中「職員手当」には、退職給与金を含まない。

２ 表中「職員数」は、平成21年３月31日現在の人数である。

(ｲ) 特記事項 平成18年４月１日から一般職員の管理職手当を15パーセント減額（平成10年８月

１日から平成18年３月31日までの期間は10パーセント減額）し、また医師及び歯科医師を除く

全職員を対象に、平成20年４月１日から給料月額を３パーセント減額し、期末手当及び勤勉手

当を２パーセント減額している。

イ 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成20年４月１日現在）

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額

沖 縄 県

医 師 43.6裁 598,013円 1,564,686円

看 護 師 38.9歳 324,885円 546,467円

事務職員 40.3歳 322,525円 497,404円

団 体 平 均

医 師 43.1歳 547,455円 1,263,326円

看 護 師 37.5歳 314,839円 511,039円

事務職員 43.7歳 376,602円 608,028円

備考 表中「平均月収額」には、期末・勤勉手当等を含む。

ウ 職員の手当の状況

(ｱ) 期末手当・勤勉手当

沖 縄 県 団体平均

１人当たり平均支給額（平成19年度） １人当たりの平均支給額
1,619千円 －千円

（平成19年度支給割合）
期末手当 勤勉手当
3.00月分 1.35月分

（1.60）月分 （0.70）月分

（加算措置の状況）
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職制上の段階、職務の級等による加算措置
役職加算 ５％から20%まで
管理職加算 10%

備考 （ ）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(ｲ) 退職手当（平成20年４月１日現在）

沖 縄 県 団体平均

（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分

高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例（２
％から20％までの割合の額を加算）
（退職時特別昇給 無 ）
１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

4,666千円 25,330千円 －千円

備考 退職手当の１人当たり平均支給額は、20年度に退職した職員に支給された平均額である。

(ｳ) 地域手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 234,423千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 758,651円

支給対象地域 支給対象職員数 支給率 一般行政職の制度（支給率）

医師・歯科医師 309人 13％ －％

（平成22年度の制度完成時）

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

医師・歯科医師 15％ －％

備考 国の制度では、平成22年度での制度完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げる

こととしている。

(ｴ) 特殊勤務手当（平成20年４月１日現在）

支給実績（平成20年度決算） 660,450千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 350,371円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成19年度） 82.9％

手当の種類（手当数） ９

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支
給単価

伝染病防疫手当 医師及び歯科医師以外の 感染症の予防及び感染症の患者に 日額290円
職員 対する医療に関する法律第６条第

２項及び第３項に定める感染症並
びに管理者がこれらに相当すると
認める感染症の病原体に汚染され
ている区域において感染症の病原
体を有する者若しくは有する疑い
のある者の看護等の作業又は当該
病原体の付着した物件若しくは付
着の疑いのある物件の処理作業
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運転士 感染症の病原体を有する者又は有
する疑いのある者の搬送業務

夜間看護等手当 助産師、看護師、准看護 正規の勤務 深夜の全部を含む勤 １回6,800円
師、臨床検査技師、診療 時間による 務
放射線技師、薬剤師若し 勤務の一部
くは看護補助員(看護学 又は全部が 深夜における勤務時 １回3,300円
校 を 卒 業 し た 者 に 限 深夜(午後10 間が４時間以上
る。)又は管理者がこれ 時から翌日
らに準ずると認める職員 午 前 5 時 ま 深夜における勤務時 １回2,900円

で)において 間が２時間以上４時
行われる看 間未満
護等の業務

深夜における勤務が １回2,000円
２時間未満

病院事業医療職給料表の 正規の勤務時間以外の時間におい １回1,620円
適用を受ける職員のうち て救急患者に対処するために呼出
管理者の定める職員 しを受けて従事する1時間以上の

業務

巡回診療手当 医師及び歯科医師 離島へき地の巡回診療の業務 日額5,000円

看護師、病理細菌技術 日額1,500円
者、診療放射線技術者

暴風雨時手当 職員 暴風雨警報発令時から解除される １時間500円
までの間において、特に勤務する
ことを命ぜられたときの業務

医師手当 医師又は歯科医師 医療業務等 月額25,000円から月
額200,000円までの
範囲内の額

医師 病理学的検査の業務 月額100,000円

医師 放射線診療又は麻酔の業務 月額50,000円

離島診療支援手当 職員 離島病院等に勤務する職員以外の 離島診療支援手当基
職員による離島病院等における診 礎額に、支援業務に
療支援の業務 従事した日数を乗じ

て得た額

夜間特殊業務手当 施設管理技士 正規の勤務 深夜の全部を含む勤 １回980円
時間による 務
勤務の一部
又は全部が 深夜における勤務時 １回650円
深夜におい 間が２時間以上
て行われる
業務 深夜における勤務時 １回410円

間が２時間未満

精神保健業務手当 病 院 （ 精 和 病 院 を 除 精神保健及び精神障害者福祉に関 日額230円
く。）に所属する運転士 する法律第５条に規定する精神障

害者の搬送業務

高電圧作業手当 職員 交流600ボルト以上又は直流750ボ 日額230円
ルト以上の電圧を有する電流の送
電中における受送電設備の保守又
は補修の作業

(ｵ) 時間外勤務手当

支給実績（平成20年度決算） 1,671,908千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成20年度決算） 736千円
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支給実績（平成19年度決算） 1,804,640千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成19年度決算） 784千円

備考 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

(ｶ) その他の手当（平成20年４月１日現在）

一般行 一般行政職の 支給実績 支給職員１人当
手当名 内容及び支給単価 政職の 制度と異なる （平成20年度決 たり平均支給年

制度と 内容 算） 額（平成20年度
の異同 決算）

扶養手当 扶養親族（配偶者、22歳に達する日 同じ － 259,821千円 236,632円
以後の 初の３月31日までの間にあ
る子、60歳以上の父母等）のいる職
員に支給

⑴ 配偶者 月額13,000円
⑵ 配偶者以外の扶養親族 月額

6,500円（配偶者がない場合の1
人目は11,000円）（なお、16歳
から22歳の子１人につき5,000円
加算）

住居手当 １ 住居を借り受け家賃を支払って 同じ － 268,589千円 184,217円
いる職員に支給
⑴ 家賃が月額23,000円以下の職

員 家賃の月額から12,000円を
控除した額

⑵ 家賃が月額23,000円を超える
職員 家賃の月額から23,000円
を控除した額の２分の１を11,00
0円に加算した額（上限は月額2
7,000円）

２ 単身赴任手当を支給されている
職員の配偶者が居住する住居 １
に掲げる額の２分の１

３ 自宅居住者で世帯主である職員
月額2,500円

通勤手当 通勤距離が２㎞以上の職員に支給 同じ － 158,746千円 98,052円
⑴ バス等の交通機関を利用する

職員 運賃負担額に応じた額。
ただし、55,000円を超える分に
ついて、２分の１の加算

⑵ 自家用車を利用する職員 距
離区分に応じ月額2,300円から月
額40,000円までの範囲内の額

単身赴任 異動等に伴い、住居を移転し、やむ 同じ － 21,523千円 489,155円
手当 を得ない事情により、配偶者等と別

居し、単身で生活することを常況と
する職員に支給。月額23,000円（職
員と配偶者等の住居の距離が100㎞以
上の者に対し、距離に応じ、6,000円
から45,000円までの範囲内の額を加
算）

管理職手 管理又は監督の地位にある職員に支 同じ － 33,426千円 815,273円
当 給。職の区分に応じて、月額49,900

円から110,100円の額

初任給調 採用による欠員の補充が困難である 同じ － 1,002,284千円 3,254,170円
整手当 と認められる職員に支給

⑴ 医師又は歯科医師 月額306,9
00円以内（35年間漸減しながら
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支給）
⑵ 獣医師 月額8,000円以内（８

年間漸減しながら支給）

特地勤務 離島その他の生活の著しく不便な地 同じ － 329,349千円 597,729円
手当 に所在する公署に勤務する職員に支

給。給料及び扶養手当の月額の合計
額に、公署に応じ25％から４％まで
の割合を乗じた額

特地勤務 特地公署又は準特地公署への異動等 同じ －
手当に準 に伴って住居移転したとき、異動後
ずる手当 ３年間支給(人事委員会で定める条件

に該当する者は６年間）。給料及び
扶養手当の月額の合計額に、公署に
応じ、異動後４年間は６％から４％
まで、５年目は４％、６年目は２％
の割合を乗じた額

夜間勤務 正規の勤務時間として午後10時から 同じ － 320,216千円 239,862円
手当 翌日の午前５時までの間に勤務した

職員に支給。勤務１時間につき１時
間当たりの給与額に100分の25を乗じ
た額

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

⑴ 勤務時間の状況

地方公務員法第24条第６項の規定に基づき、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条

例（昭和47年沖縄県条例第43号）で定めた職員の１週間の勤務時間の状況である。

勤務時間の状況（平成20年４月１日現在）

１週間の
勤 務 時 間 の 割 振 り

勤務時間 始 業 終 業 休憩時間 週 休 日

40時間 午前８時30分 午後５時30分 午後零時から午後 日曜日及び土曜日
１時まで

備考 「勤務時間の割り振り」は、月曜日から金曜日までの午前８時30分から午後５時30分までの時間帯

又はそれに準じた時間帯に勤務時間が割り振られている職員の勤務時間である。

⑵ 年次休暇の状況

職員に与えられる年次休暇の１人当たりの平均使用日数の状況である。職員に与えられる年次休暇

は、１年について20日であり、その年に受けなかった日数がある場合は、翌年に限り、繰り越すこと

ができる。

年次休暇の状況（平成20年１月１日から同年12月31日まで）

総付与日数 総使用日数 全期間在職職員数
１ 人 当 た り
平均使用日数

750,960日 225,938日 20,250人 11日

備考 １ 「全期間在職職員数」は、当該年の１月１日から12月31日までの全期間在職した職員の合計と

し、当該期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業及び分限休職の

事由がある職員並びに派遣職員の数を除く。

２ 「総付与日数」は、当該年の１月１日現在において全期間在職した職員に付与された日数（前

年からの繰越分を含む。）の合計である。

３ 「総使用日数」は、全期間在職した職員の使用した年次休暇の合計である。

⑶ 特別休暇等の状況（平成20年４月１日現在）

種 類 付与日数

１ 公傷休暇（公務上の傷病） 必要と認める期間
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２ 療養休暇（結核性疾患） １年の範囲内で必要と認め
られる期間

３ 病気休暇（公務によらない負傷又は疾病（結核性疾患を除く。）） 90日（妊娠中の女性職員が
妊娠に起因する疾病の場合
は120日）の範囲内で必要
と認める期間

４ 生理休暇 必要と認める期間

５ 産前休暇 ８週間（多胎妊娠の場合に
あっては14週間）以内に出
産する予定の職員の女性職
員が休暇を請求した場合
は、出産日までの期間

６ 産後休暇 出産日の翌日から８週間を
経過する日までの期間内
で、必要とする期間

７ 慶弔休暇 ⑴ 配偶者10日、父母及び
⑴ 親族が死亡した場合 子７日、祖父母等３日、
⑵ 父母、配偶者及び子の祭しを行う場合 孫等１日
⑶ 結婚する場合 ⑵ １日

⑶ ５日

８ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により交 理由の発生している期間
通の制限又は遮断された場合

９ 風水震災その他非常災害により交通遮断された場合 理由の発生している期間

10 風水震災その他天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された 連続した15日以内
場合

11 交通機関の事故等の不可抗力の事故の場合 理由の発生している期間

12 所轄機関の業務又は事業の運営上の必要に基づき、業務又は事業の 理由の発生している期間
全部又は一部を停止した場合（台風の来襲等による事故発生の防止の
ための措置を含む。）

13 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団 必要と認める日又は時間
体の議会その他の官公署へ出頭する場合

14 選挙権その他の公民権を行使する場合 必要と認める日又は時間

15 生後１年に達しない生児を育てる場合 １日２回各30分以上60分以
内（合計90分以内）又は１
日１回90分

16 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康 勤務時間の始め又は終わり
維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認める場合 において、１日に１時間を

超えない範囲内で必要と認
める時間

17 職員の配偶者が出産する場合でその出産予定日の８週間（多胎妊娠 当該期間内における５日
の場合は14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで （再任用短時間勤務職員及
の期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期 び任期付短時間勤務職員
に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、これら は、その者の勤務時間等を
の子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 考慮し、５日を超えない範

囲内で人事委員会規則で定
める時間）の範囲内の期間

18 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育 １暦年について５日の範囲
する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認め 内の期間
られる場合
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19 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため ６月から10月までの期間内
勤務しないことが相当であると認められる場合 に５日（再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務
職員は、５日を超えない範
囲内で人事委員会規則で定
める日数）の範囲内の期間

20 妊娠中及び出産後の女性職員が健康審査及び保健指導を受ける場合 １日以内で必要な時間

21 妊娠中の女子職員がつわり等の障害により勤務することが著しく困 一妊娠期間中につき７日を
難な場合 超えない範囲内の期間

22 配偶者の出産のための看護、家事等に従事する場合 出産前10日以内及び出産後
10日以内において、３日を
こえない範囲で必要と認め
る期間

23 子供の予防接種を受けさせる場合 １日

24 旧盆の場合 旧盆該当日のうち１日

25 風水震火災その他天災地変により本人（３に区分する特別休暇に該 本人の住居の場合10日以内
当する場合を除く。）又は家族の住居の滅失、破壊による復旧作業 家族の住居の場合５日以内

26 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者 必要な登録、検査、入院の
に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及 ため勤務しないことがやむ
び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、提供に必要な登録、 を得ないと認められる期間
検査、入院のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

27 社会に貢献する活動を行う場合 １暦年について５日の範囲
内の期間

28 組合休暇（無給休暇） １暦年について30日の範囲
内の期間

29 介護休暇（無給休暇） 介護を必要とする一の継続
する状態ごとに、６月の期
間内において、必要と認め
られる期間

４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況

⑴ 分限処分の状況

地方公務員法及び沖縄県職員の分限に関する条例（昭和47年沖縄県条例第４号）に基づき、分限処

分に付された者の状況である。

分限処分の状況（平成20年度） （単位：件）

処 分 事 由 地方公務員法 降 任 免 職 休 職 合 計

勤 務 実 績 が 良 く な い 場 合 第28条第１項第１号 0 0 0

心 身 の 故 障 の 場 合
第28条第１項第２号

0 0 725 725及び第２項第１号

職に必要な適格性を欠く場合 第28条第１項第３号 0 1 1

職制、定数の改廃、予算の減少
第28条第１項第４号 0 0 0により廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合 第28条第２項第２号 0 0

沖縄県職員の分限に関する条例
第27条第２項 2 2第２条による場合
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地方公務員法第28条第4項により失職した者 0

沖縄県職員の分限に関する条例第６条により失職
0しなかった者

合 計 0 1 727 728

備考 １ 職員のうち、地方公務員法及び沖縄県職員の分限に関する条例に基づき分限処分に付された者

の状況であり、当該年度において同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、重複

して計上している。

２ ２以上の処分事由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由の区分に計上している。

３ 休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上している。

⑵ 懲戒処分の状況

地方公務員法に基づき、懲戒処分に付された者の状況である。

懲戒処分の状況（平成20年度） （単位：件）

処 分 事 由 地方公務員法 戒 告 減 給 停 職 免 職 合 計

法 令 に 違 反 し た 場 合 第29条第１項第１号 1 2 5 3 11

職務上の義務に違反し、又は職
第29条第１項第２号 0 0 0 0 0務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわしく
第29条第１項第３号 0 1 4 0 5ない非行のあった場合

合 計 1 3 9 3 16

備考 １ 職員のうち、地方公務員法に基づき懲戒処分に付された者の状況であり、当該年度において同

一の者が複数回にわたって懲戒処分に付された場合は、その数を重複して計上している。

２ ２以上の処分事由により懲戒処分に付された場合は、主たる処分事由に計上している。

５ 職員の服務の状況

地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則（昭和47年沖縄県人事委員会規則第５

号）の規定に基づく営利企業等の従事許可の状況である。

営利企業等の従事許可の状況（平成20年度）

区 分 申請件数 許可件数

営利企業等の従事許可申請 76件 76件

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

⑴ 研修の状況

地方公務員法第39条の規定に基づき任命権者が行う職員の主な研修の状況である。

研修の状況（平成20年度）

研修の名称 研修の内容 対象者 実施回数 修了者数

新採用職員研修（前 知事講話、ビジネスマナー、地方 平成20年度当初に 前期 １回 120人
期、後期） 自治制度、地方公務員制度、文書 採用された全職員 後期 ２回 106人

事務の基本、沖縄の歴史と文化、 及び前年度中途に
県の組織、給与のしくみ、福利厚 採用された職員。
生と共済制度、交流レクリエーシ ただし、医師、看
ョン、沖縄県の重点施策、施設見 護職員及び現業職
学、行政の情報化、沖縄の基地問 員を除く。
題、条例規則のしくみ、体験学習
（特別養護老人ホーム）、会計事
務の基本、危機管理のしくみ、行
政改革、心と体の健康管理等

【教育庁】 法定研修（一般及び教科指導） 教職１年目教諭 25回 130人
初任者研修会

【警察本部】 団体生活を通して、警察官として 平成20年度に採用 初任科：３回 95人
新採用職員研修（初 の職責の自覚と社会人としての心 された全警察官等 初任補修科： 101人
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任科、初任補修科） 構えを養うとともに体力気力の錬 ２回
成を図るための教養等

【病院事業局】 地方自治制度、地方公務員制度、 平成20年度に採用 ２回 128人
新採用看護職員研修 地方公営企業法について、県立病 された看護職員及

院の概要、病院経営、給与につい び前年度中途採用
て、県立病院の役割、臨床におけ 職員
る接遇等

一般職員第２部研修 キャリアデザイン、行政法（演 初級職採用後７年 ３回 112人
習）、行政課題研究Ⅰ（ブレイン 経過した全職員及
ストーミング）、公務員倫理Ⅰ、 び上級職採用後３
メンタルヘルス 年経過した全職員

主任研修 中堅職員の役割と職場の人間関 平成20年度に主任 ６回 265人
係、行政課題研修Ⅱ（ディベー に昇任した全職員
ト）、沖縄経済社会の現状と展
望、行政改革について、メンタル
ヘルス

主査級研修 公務員倫理Ⅱ、政策形成入門、企 平成20年度に主査 ５回 202人
業経営に学ぶ、メンタルヘルス 相当職に昇任した

全職員

班長級研修 コーチング、 セクシュアル・ハ 平成20年度に本庁 ３回 127人
ラスメント、 公務員倫理Ⅲ、メ 班長級に昇任した
ンタルヘルス、広報と伝達等 全職員

課長研修 現代管理者論、県職員の労務管 平成20年度に本庁 ２回 95人
理、行政改革の現状と課題、職員 課長級に昇任した
の健康管理、知事講話、職場にお 全職員
ける人材育成、パブリシティとマ
スコミ対応

管理者特別研修 副知事講話及び著名人による講演 本庁課長（出先機 １回 364人
関における相当職
を含む。）以上の
職にある職員

【教育庁】 ５年：実践的職務遂行能力の向上 教職５年目、10年 ５年：５回 ５年：171人
経験者研修（５年、 10年：法定研修（教科指導等） 目、15・16年目教 10年：34回 10年：189人
10年、15・16年） 15・16年：広い視野に立った力量 諭 15・16年：３ 1 5・ 1 6年：

の向上 回 106人

【警察本部】 警察署中核となる勤務員としての 巡査部長及び警部 ２回 ５人
昇任時研修 知識技能の習得 補に昇任し、又は

昇任が予定されて
いる警察官

【教育庁】 カウンセリングの理論・実践 教育相談担当者等 36回 21人
カウンセリング実践
講座

省庁等派遣研修 県の業務と密接な関係のある省庁 － １回 22人
等との人的ネットワークを構築 （内訳）
し、職員の視野を広め意識改革の 知事部20人
実現を図るため、省庁、民間企業 企業局２人
等へ職員を派遣する。

自治大学校研修 地方自治に関する高度で専門的な － ２回 ４人
知識を習得するため、自治大学校
へ職員を派遣する。

⑵ 勤務成績の評定の状況

地方公務員法第40条の規定に基づき、任命権者が行う勤務成績の評定の状況である。

勤務成績の評定の状況（平成20年度）

評定の方法 評定者 評定結果の活用

【評価方法】
業務遂行の過程において発揮した能力、意欲・姿 所属長等 昇給及び勤勉手当の成績率の決
勢、業務行動及び業務実績を評価 定
【対象職員】
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臨時的任用職員等を除く一般職員

【評価方法】
所属長による勤務成績の報告及び面接 所属長等 条件附採用職員の正式任用
【対象職員】
条件附採用職員

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況

⑴ 厚生制度の状況

地方公務員法第42条の規定に基づく職員の厚生制度の状況である。

厚生制度の状況（平成20年度）

区 分 内 容 実施状況

職員の保健に関すること 定期健康診断 【知事部等】受診率99.1％

職員の元気回復に関する 職員球技大会 県内８ブロックにおいて、野球、バレーボール、
こと ソフトボール等の種目及びその他のレク的種目の

中から５種目以上を実施し、延べ4,543人が参加

その他厚生に関すること 職員住宅 【知事部】４カ所（311戸）
東京18戸、名護90戸、宮古80戸、八重山125戸
【企業局】１カ所（４戸）名護市
【教育庁】４カ所（357戸）
沖縄本島 176戸、久米島31戸、宮古73戸、八重
山77戸
【病院事業局】３カ所（47戸）
名護３戸、宮古13戸、八重山31戸

警察職員待機宿舎 【警察本部】32宿舎、419戸

ライフプランセミナー等 【知事部】
⑴ 平成20年８月28日から同月29日まで 退職準
備型（175人）

⑵ 平成21年１月23日及び同年２月５日 在職充
実型（延べ209人）
【教育庁】
平成20年７月28日から同年８月１日まで 生涯設
計セミナー（234人）
【警察本部】
平成20年10月20日から同月22日及び平成20年10月
24日 ライフサイクルプランセミナー

職員互助会の運営 【知事部】
団体名 沖縄県職員厚生福利振興会
補助金額 35,735千円 補助率 50％
会員数 5,856人
会員１人当たり補助金額 6,265円
主な給付の件数及び公費負担額
育児支援金 148件 5,097千円
芸術鑑賞等助成金 2,764件 8,101千円
宿泊施設利用助成 3,639件 8,401千円
人間ドック等助成 1,546件 7,657千円
【教育庁】
団体名 沖縄県教職員互助会
補助金額 67,927千円 補助率 44.0％
会員１人当たり補助金額 5,188円
主な給付の件数及び公費負担額
育児休業給付金 669件 15,900千円
宿泊施設利用助成 9,281件 3,161千円
人間ドック助成 6,241件 37,150千円
【警察本部】
団体名 財団法人沖縄県警察共助会
補助金額 14,755千円 補助率 15.8％
（会員１人当たり補助金額5,026円）

⑵ 公務災害補償の状況

地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に基づく職員の公務災害補償の状況である。

ア 公務災害（平成20年度）

前年度末現在
認 定 件 数

年 度 末
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未 処 理 件 数
受理件数 取下げ件数

未処理件数公務上 公務外

37 180 187 2 1 27

イ 通勤災害（平成20年度）

前年度末現在
認 定 件 数

年 度 末
未 処 理 件 数

受理件数 取下げ件数
未処理件数通勤災害該当 通勤災害非該当

1 9 8 0 0 2

第３ 人事委員会の業務の状況

１ 職員の競争試験及び選考の状況

職員の任用に関する規則（昭和47年沖縄県人事委員会規則第３号）に基づき、人事委員会が実施した

競争試験及び選考試験の状況である。

⑴ 採用試験の実施状況（平成20年度）

ア 上級試験

第１次試験 競争倍率
区 分 受験申込者数 受験者数 終合格者数

合 格 者 数 （倍）

行 政 Ⅰ 1,558 1,318 107 58 22.7

心 理 60 54 5 2 27.0

社 会 福 祉 132 113 13 6 18.8

電 気 40 34 6 4 8.5

機 械 18 12 6 3 4.0

土 木 74 63 26 14 4.5

建 築 33 28 8 4 7.0

化 学 54 47 8 4 11.8

農 業 85 78 16 9 8.7

農 業 土 木 18 16 10 5 3.2

農 芸 化 学 44 38 11 5 7.6

林 業 20 16 6 3 5.3

計 2,136 1,817 222 117 15.5

イ 中級試験

第１次試験 競争倍率
区 分 受験申込者数 受験者数 終合格者数

合 格 者 数 （倍）

学 校 事 務 1,122 818 70 54 15.1

警 察 事 務 204 156 5 4 39.0

計 1,326 974 75 58 16.8

ウ 初級試験

第１次試験 競争倍率
区 分 受験申込者数 受験者数 終合格者数

合 格 者 数 （倍）

一 般 事 務 277 167 5 2 83.5

警 察 事 務 179 93 5 3 31.0

計 456 260 10 5 52.0
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エ 警察官試験

第１次試験 競争倍率
区 分 受験申込者数 受験者数 終合格者数

合 格 者 数 （倍）

警察官Ａ 837 679 228 74 9.2
（ 男 性 ）

警察官Ａ 213 152 25 6 25.3
（ 女 性 ）

警察官Ａ 7 6 5 2 3.0
（武道指導）

警察官Ｂ 907 638 156 35 18.2
（ 男 性 ）

警察官Ｂ 225 140 11 2 70.0
（ 女 性 ）

警察官Ｂ 1 1 1 0 －
（武道指導）

計 2,190 1,616 426 119 13.6

オ 身体障害者を対象とした採用選考試験

第１次試験 競争倍率
区 分 受験申込者数 受験者数 終合格者数

合 格 者 数 （倍）

一 般 事 務 20 15 4 1 15.0

学 校 事 務 7 6 4 1 6.0

計 27 21 8 2 10.5

カ 採用試験の実施日程

第 １ 次 第１次試験 第 ２ 次 終合格
試験の種類 試験公告日 受付期間

試 験 日 合格発表日 試 験 日 発 表 日

上級試験 ５月13日
５月13日から

６月29日 ７月16日
８月３日から

９月５日５月26日まで ８月26日まで

中級試験 ７月18日
７月18日から ９月28日 10月10日 10月26日から

11月20日８月１日まで (10月19日) (10月22日) 11月10日まで

初級試験 ７月18日
７月18日から ９月28日 10月10日 10月26日から

11月20日８月１日まで (10月19日) (10月22日) 11月10日まで

警察官Ａ ５月13日
５月13日から

７月13日 ７月25日
９月６日から

10月23日５月26日まで ９月29日まで

警察官Ｂ ７月18日
７月18日から

10月19日 10月31日
11月15日から

12月25日８月１日まで 12月３日まで

身体障害者を対象と
７月18日

７月18日から
10月19日 10月31日

11月14日から
12月25日

した採用選考試験 ８月１日まで 11月21日まで

備考 表中（ ）内は、台風15号による延期試験（石垣会場のみ）に係る日程である。

⑵ 採用選考の状況

職員の任用に関する規則に基づき、人事委員会が実施した採用選考の状況である。

採用選考の状況（平成20年度）

選 考 申 請 人 数
職 種 選考承認人数

知事部局 教育委員会 警察本部長 病院事業局 その他 合 計

課長級 １ ５ ４ 10 10

班長級 １ ４ ５ ５



- 38 -

主査級 １ ４ １ ６ ６

主事 ３ ３ ３

科部長 １ １ １

科副部長 １ １ １

医長 ５ ５ ５

医師 ２ 30 32 32

保健師 １ １ １

看護師 106 106 106

薬剤師 ４ ４ ４

管理栄養士 ２ ２ ２

診療放射線技師 １ １ １

獣医師 ５ ５ ５

学校栄養職員 ７ ７ ７

研究員 ３ ３ ３

研究主事 ２ ２ ２

主任専門職員 ４ ４ ４

船員 １ １ １

計 18 26 ９ 146 199 199

⑶ 昇任試験の実施状況

職員の任用に関する規則に基づき、警察本部長が実施した昇任試験の状況である。

昇任試験の実施状況（平成20年度）

申 込 受 験 第１次 終 競 争
試験の種類 受験資格 試験日

者 数 者 数 合格者 合格者 倍 率

大学卒業者 （前期）
巡査の階級に２年以上 １次
在級している者 平成20年４月26日

２次 511 511 165 40 12.78
短大卒業者 平成20年５月８日

巡査の階級に３年以上 ３次
巡査部長 在級している者 平成20年５月29日及
（一般） び平成20年５月30日

その他
巡査の階級に４年以上 （後期）
在級している者 １次

平成20年10月４日
２次 560 560 103 28 20.00

平成20年10月21日
３次

平成20年11月10日及
び平成20年11月11日

大学卒業者 （前期）
巡査部長の階級に２年 １次
以上在級している者 平成20年４月19日

２次 414 414 82 30 13.80
短大卒業者 平成20年４月30日

巡査部長の階級に３年 ３次
警部補 以上在級している者 平成20年５月26日及
（一般） び平成20年５月27日

その他
巡査部長の階級に４年 （後期）
以上在級している者 １次
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平成20年９月27日
２次 417 417 83 28 14.89

平成20年10月８日
３次

平成20年10月30日及
び平成20年10月31日

警部補の階級に４年以上 １次
在級している者 平成20年４月12日

警 部 ２次 304 304 54 15 20.27
（一般） 平成20年４月21日

３次
平成20年５月19日及
び平成20年５月20日

⑷ 昇任選考の状況

職員の任用に関する規則に基づき、人事委員会が実施した昇任選考の状況である。

昇任選考の状況（平成20年度）

選 考 申 請 人 数
選考承

職 種
知 事 議 会

選挙管
代表監 教 育 人 事 警 察 病 院

部 局 議 長
理委員

査委員 委員会 委員会 本部長
企業局

事業局
合 計 認人数

会

部長級 10 ２ １ 13 13

統括監級 26 ３ ４ ２ ３ 38 38

課長級 67 ２ ２ ６ ９ ４ ３ 93 93

班長級 107 41 ２ １ ４ 155 155

主査級 91 １ 32 ２ ４ ３ ５ 138 138

主任技師 62 １ １ 13 77 77

主任研究員 10 10 10

主任保健師 ６ ６ ６

主任医師 ２ ２ ２

助教授 １ １ １

医療部長 １ １ １

看護部長 ６ ６ ６

事務部長 ３ ３ ３

科部（副）長 10 10 10

医長 12 12 12

科技師（副）長 ２ ２ ２

看護主幹 ６ ６ ６

主任看護師 14 14 14

主任専門員 ２ ２ ２

船長（主幹級） １ １ １

一等航海士 １ １ １

船長（主査級） ２ ２ ２

計 382 ３ ２ 86 ２ 22 13 83 593 593

２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
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地方公務員法の規定に基づき、人事委員会が実施した報告及び勧告の状況である。

給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 （平成20年度）

報告及び勧告の
報告及び勧告の内容 実施状況年月日

平成20年10月9日 報告
１ 給与改定について

⑴ 給料表
給料表については、職員給与が民間給与をわずかに下回るも

のの較差が極めて小さいこと、また、国及び他の都道府県の給
与水準との均衡等を総合的に勘案すると、改定を行わないこと
が適切である。

⑵ 期末手当及び勤勉手当
昨年、国は勤勉手当を0.05月引き下げ、年間の期末手当及び

勤勉手当の支給月額を4.50月としたが、本県は民間の特別給の
支給割合が所定内給与の4.26月分であったことから、勤勉手当
を0.1月引き下げ、年間の期末手当及び勤勉手当の支給月数を
4.35月としたところである。

本年の期末手当及び勤勉手当については、民間の特別給の支
給割合が所定内給与の4.27月分で昨年とほぼ同じ月数であるこ
と、また国や他の都道府県との均衡及び職員の士気への影響な
ど諸事情を考慮し総合的に勘案すると、改定を行わないことが
適切である。

⑶ 初任給調整手当
人事院は、国の医療施設における勤務医の確保が重要な課題

になっていることから、医師の人材確保を図るため、初任給調
整手当の 高限度額を引き上げる勧告をしている。本県におい
ても医師の人材確保は重要な課題であることから、医師及び歯
科医師に対する初任給調整手当については、人事院勧告に準じ
て改定する必要がある。

⑷ 特殊勤務手当
特殊勤務手当については、制度本来の趣旨や社会情勢の変化

等を踏まえ、昨年までに一定の見直しが行われているが、引き
続き国及び他の都道府県の状況を考慮しながら、手当ごとの業
務の実態等を精査し、適切な見直しに努める必要がある。

⑸ 教職員の給与関係
ア 新たな職の設置に係る給与

学校教育法の改正により学校における組織運営体制や指導
体制の確立を図るため、本年４月から副校長、主幹教諭、指
導教諭という新たな職が設置できることとなったことから、
教育委員会においては、来年４月から新たな職を設置する方
針を決定した。

本委員会としては、新たに設置する主幹教諭については、
その職務内容の複雑、困難及び責任の度がこれまでの教諭と
異なることから、職務及び職責に応じた給与面での処遇を図
るため、新たな職務の級を設置する必要があると判断した。

イ 教職員給与のあり方
教職員の給与については、平成18年６月に公布・施行され

た「行政改革推進法」、平成18年７月に閣議決定された「基
本方針2006」及び平成19年３月の「中央教育審議会答申」に
おいて、見直しの検討が求められた。これを受けて、国にお
いてはメリハリのある教員給与体系実現のための検討が進め
られており、一部手当については本年度から見直しが行われ
たところである。

今後の国の検討・見直し状況を注視しつつ、他の都道府県
の動向も踏まえ、適切な見直しに努める必要がある。

２ 給与構造改革について
⑴ 地域手当

地域手当の支給割合は、平成22年３月31日までの間は、地域
手当の級地区分ごとに人事委員会規則で定める暫定的な支給割
合としており、国の改定に合わせ平成21年４月１日から平成22
年３月31日までの間の支給割合を改定する必要がある。

⑵ 勤務実績の給与への反映
管理職員については、平成18年度から勤務評価を行い、その

実績を給与へ反映させているところであるが、引き続き管理職
以外の職員についても制度の構築に努める必要がある。

３ 勤務時間の見直し
人事院は職員の勤務時間について、民間準拠を基本とし、ま

た、仕事と生活の調和にも寄与するものとして、１日当たり７時
間45分、１週間当たり38時間45分に短縮し、平成21年４月から実
施することを勧告している。

本県においても、今後の国及び他の都道府県の動向等に留意
し、早い時期に実施できるよう努める必要がある。
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なお、勤務時間の短縮にあたっては、公務能率の一層の向上を
努め、これまでの行政サービスを維持し、かつ、行政コストの増
加を招かないことを基本とすべきである。

４ 公務運営について
⑴ 新たな人事評価制度の整備

知事部局においては、平成18年度から管理者を対象に実施し
ていた人事評価制度について、評価期間、評価体制等の見直し
を行い、平成20年４月から新たに制度として実施しているとこ
ろである。人事評価制度の運用にあたっては、客観性、公正性
を担保し、その信頼性や納得性を高めていくことが重要であ
り、常に十分な検証、点検を怠らないことが必要である。

今後、対象をなる職員の範囲を広げるにあたっても、関係者
との意見交換等を十分に行い、実効性の高い人事評価制度を構
築することが重要である。

⑵ 人材の育成
複雑・多様化する行政課題や県民ニーズに迅速・的確に対応

した行政を展開するためには、その担い手である職員の育成は
重要な課題である。人材の育成にあたっては、それぞれの行政
分野における専門的知識・能力を一層向上させるとともに、時
代の変化に対応した企画力・政策形成能力等を高めていくこと
が不可欠である。

各任命権者においては、人材育成基本方針に基づき、人事管
理システムの整備や様々な職員研修制度の充実を図り、計画的
・継続的な人材育成を推進しているところであるが、引き続き
職員の資質向上や能力開発を推進していく必要がある。

⑶ 年間総実勤務時間の短縮
年間総実勤務時間の短縮については、職員の心身の健康保持

や公務能率の向上を図るうえで重要な課題である。各任命権者
においては、時間外勤務の縮減に向けた様々な取組がなされて
いるところであるが、引き続き、定時退庁の奨励や年次有給休
暇等を取得しやすい職場環境づくりなど、年間総実勤務時間の
短縮に向けた取組を推進していく必要がある。

なお、時間外勤務の縮減にあたっては、管理者において適正
な時間管理を行うとともに、職員の意識改革の徹底や事務の効
率化などの取組を一層推進する必要がある。

⑷ 心身の健康管理対策
職務が複雑・多様化し、様々なストレスが増大する状況の

中、心の疾病による休職者が増えている。職員の心の健康づく
りについては、衛生委員会等において、職員や専門家の意見を
取り入れながら、心身の健康保持対策を充実強化するほか、メ
ンタルヘルス不調に対する早期の気づき等を促すための研修等
の実施、円滑な職場復帰の支援対策を行うことが必要である。

また、管理者においては、特定職員が業務過重とならないよ
う業務配分等に配慮することや職員が悩みを気軽に相談できる
職場環境づくりに、なお一層取り組む必要がある。

⑸ 男女共同参画社会の推進
女性職員の登用拡大については、幅広い職務経験の付与、計

画的育成及び職域の拡大等に努めているが、引き続き推進して
いく必要がある。

また、職業生活と家庭生活の両立支援の一環として、育児短
時間勤務制度が創設されているが、各任命権者においては、当
該制度をはじめとした各種休暇制度について更なる普及・啓発
に努める必要がある。

⑹ 高齢者の職員の雇用問題
本県においては、再任用制度の導入により、高齢者の職員の

一定程度を再任用しているが、満額年金受給までの空白期間が
生じる退職者が増加していくことから、高齢者の職員の雇用の
確保に関する問題が重要な課題となってくる。

人事院においては、公務員の高齢期の雇用確保のあり方につ
いて中間とりまとめを発表しており、本県においても、国の動
向、他の都道府県の取組等に注視し、高齢期の職員の雇用問題
について検討を行う必要がある。

⑺ 公務員倫理の確立
行政に対する県民の信頼を確保するためには、職員一人一人

が県民全体の奉仕者としての自覚を持ち、公務員として高い倫
理観や使命感を保持し続けることが肝要である。

各任命権者においては、管理者による注意喚起や服務規律の
確保、研修の実施等により綱紀粛正に万全を期し、引き続き公
務員倫理の確立に努める必要がある。

５ 勧告実施の要請について
人事委員会の給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償

措置として設けられてものであり、情勢適応の原則に基づき、適
正な職員の給与水準を確保するためのものである。

今日、複雑・多様化する行政ニーズに対し、職員は様々な分野
で業務に精励しており、給与をはじめとする勤務条件は、そのよ
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うな職員の努力や実績に的確に報いていく必要があると考える。
議会及び知事におかれては、給与勧告制度の意義や役割に深い

理解を示され、勧告どおり実施されるよう要請する。
なお、本年４月から平成24年３月までの期間を限った措置とし

て、特例条例による給与減額措置が実施されている。本県の危機
的な財政状況に対処するため、臨時的、特例的に行われているこ
とを考慮するとやむを得ないものであるが、職員の生活に少なか
らず影響を与えているものと考える。職員の給与については、地
方公務員法に定める給与決定の原則によるべきである。今後、諸
情勢が整い次第、本委員会の勧告に基づく給与が確保させるよう
期待する。

勧告
１ 沖縄県職員の給与に関する条例の改正

⑴ 給料表 勧告どおり実施
教育職給料表⑵ 及び教育職給料表⑶ について、別記（省

略）のとおり現行の給料表に特２級を設置すること。
⑵ 初任給調整手当 未実施

医療職給料表⑴ の適用を受ける医師及び歯科医師に対する
支給月額の限度を410,900円とすること。

２ 改定の実施時期
この改定は平成21年４月１日から実施すること。

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況

地方公務員法第47条の規定に基づき、職員が勤務条件に関する措置の要求をした状況である。

勤務条件に関する措置の要求の状況 （平成20年度）

区 分
前年度末現在

措置要求件数 処理件数
前年度末現在 今年度の措置 年度末現在

未 処 理 件 数 未処理件数に 要求件数に係 未処理件数
係る処理件数 る処理件数

給 与
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

県
勤務時間

0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

休 暇
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他
0 0 0 0 0 0

分
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

給 与
0 2 0 0 0 2

(0) (2) (0) (0) (0) (2)

市
勤務時間

0 0 0 0 0 0

町
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

村 休 暇
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

等
そ の 他

0 0 0 0 0 0

分
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
0 2 0 0 0 2

(0) (2) (0) (0) (0) (2)

合 計
0 2 0 0 0 2

(0) (2) (0) (0) (0) (2)

備考 １ 件数は、措置要求をした個々の職員１人をもって１件とし、数人の職員が共同で措置要求した

場合も職員１人をもって１件としている。また、１人の職員が２以上の異なる区分について同時

に措置要求した場合は、それぞれを１件としている。

２ 「措置要求件数」は、人事委員会に対して措置要求がなされたものすべての件数である。

３ 「処理件数」には、措置要求が適法要件を欠くため、実体審理に入らないで不受理（却下）と
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したものも含む。

４ 各欄の括弧書は事案数を計上し、審理の過程において併合が行われた場合には１事案とし、分

離が行われた場合にはそれぞれを１事案としている。

４ 不利益処分に関する不服申立ての状況

地方公務員法第50条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての不服

申立てをした状況である。

不利益処分に関する不服申立ての状況 （平成20年度）

区 分
前年度末現在 不服申立て

処理件数
前年度末現在 今年度の不服 年度末現在

未 処 理 件 数 件 数 未処理件数に 申立て件数に 未処理件数
係る処理件数 係る処理件数

分限処分
0 2 2 0 2 0

(0) (1) (1) (0) (1) (0)

県
懲戒処分

0 0 0 0 0 0
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

転 任
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他
0 0 0 0 0 0

分
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
0 2 2 0 2 0

(0) (1) (1) (0) (1) (0)

分限処分
0 1 0 0 0 1

(0) (1) (0) (0) (0) (1)

市
懲戒処分

0 1 1 0 1 0

町
(0) (1) (1) (0) (1) (0)

村 転 任
1 0 0 0 0 1

(1) (0) (0) (0) (0) (1)

等
そ の 他

0 0 0 0 0 0

分
(0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
1 2 1 0 1 2

(1) (2) (1) (0) (1) (2)

合 計
1 4 3 0 3 2

(1) (3) (2) (0) (2) (2)

備考 １ 件数は、不服申立てをした個々の職員１人をもって１件としている。

２ 「不服申立て件数」は、人事委員会に対して不服申立てがなされたものすべての件数である。

３ 「処理件数」には、不服申立てが適法要件を欠くため、実体審理に入らないで不受理（却下）

としたものも含む。

４ 各欄の括弧書は事案数を計上し、審理の過程において併合が行われた場合には１事案とし、分

離が行われた場合にはそれぞれを１事案としている。


